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習志野市公営企業運営協議会第３回会議 会議録 

 

１ 開催日時 平成３１年２月６日（水）午前１０時３０分～午前１１時２５分 

 

２ 開催場所 習志野市庁舎 ５階議場 

 

３ 出席者 

  【議長】 右島 信幸 

  【委員】 伊東 弘樹、小澤 淳、香取 裕子、佐々木 光世、 

鈴木 とし江、田久保 直子、田尻 正代 

  【職員】 企業管理者    若林 一敏、業務部長     秋谷 修、 

工務部長     市原 秀一、業務部次長    真田 知幸、 

工務部次長    大橋 高士、営業企画室長   江口 禎治、 

総務課長     今富 信幸、経理課長     渡辺 裕之、 

料金課長     吉橋 敏夫、営業企画室副室長 福田 淳、 

営業企画室副室長 森下 雅之、供給課長     中村 充宗、 

保安課長     盛  康二、業務部主幹    板倉 尚子、 

業務部主幹  八木ヶ谷 弘基、業務部主幹    吉川 充定、 

業務部主幹    藤倉 雅樹、工務部主幹    御山 俊行、 

供給課主査    米山 悟史 

 

４ 議題 平成３１年度習志野市公営企業会計予算概要（案）について 

 

５ 会議資料 平成３０年度習志野市公営企業運営協議会第３回会議 会議資料 

         ※別添資料 （仮称）第４給水場の供用開始について 

 

６ 議事内容 

 【右島議長】 開会を宣言。 

会議の公開について、議題の予算案は市議会への提案前であることから、議案の提出

前に公開で審議することは適当でないことから、非公開で実施することについて諮り、異議

なく決定した。 

会議録の作成等について、会議録については要点筆記とし、会議名、開催日時、開催場

所、出席者氏名、審議事項、会議内容、発言委員名及び所管課名を記載したうえで、市ホ

ームページ及び市役所グランドフロアの情報公開コーナーにおいて公開することについて

諮り、異議なく決定した。 

会議録の正確性、公正を期するため、会議録署名委員として香取委員を指名し、異議な
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く決定した。 

 

 【右島議長】 議題 平成３１年度習志野市公営企業会計予算概要（案）について、事務局

より説明をお願いします。 

 

 【営業企画室副室長 福田】  

＜資料３ページ「ガス事業会計における平均原料価格の推移」について説明＞ 

グラフは、左側の縦軸がトン当たりの平均原料価格、横軸が原料価格を算定する月を示

しています。青い実線は実績を、青緑色の破線は各年度の当初予算を示しています。３０

年度の後半の部分から３１年度にかけてのオレンジ色の線は見込みと、当初予算での想

定価格を表しています 

実績は、財務省が公表している貿易統計を元にした平均原料価格となっています。 

平成３０年度の状況について、４月は、予算の想定５万２，５００円に対し、実績は５万１，

６９０円と、ほぼ予算どおりのスタートとなりました。その後も、予算と同様の傾斜で推移して

います。原料価格は、原油価格や為替の変動、世界的な経済情勢、石油需要、産油国の

情勢などにより変動するため、想定は非常に難しくなっており、特に近年は、大きな価格変

動が発生しています。平成２７年度は大きく下がっていますが、一般的には、中国経済の減

速、高い生産水準を維持するアメリカのシェールオイル、市場シェアを重視して生産を継続

している産油国、経済制裁の緩和によるイランの市場復帰といったものが影響したのでは

ないかといわれております。 

この傾向は平成２８年１０月まで継続し、ここでのＯＰＥＣの減産合意が境となり、値上が

りに転じています。 

平成２９年度、３０年度は値上がり基調が続き、直近の状況として、昨年１２月にＯＰＥＣ

加盟国とロシアなどの非加盟国を合わせたＯＰＥＣプラスで、今年１月から６月までの減産

が決定しています。このような状況の中、平成３１年度の予算では、値上がり傾向が継続す

るものと想定しました。 

原料価格は、４月の６万５，９００円から、年度末の８万１，３００円に変動するものと想定

しています。原料価格は変動が大変激しいことから、今後も動向を注視してまいります。 

 

 【経理課長 渡辺】 

＜資料５ページ「平成３１年度習志野市ガス事業予算案の概要」について説明＞ 

メーター取付件数は、仮称仲よし幼稚園跡地マンション等の増を見込み、１，３７１件の増

としました。年度末メーター取付件数は８万９０２件で、対前年度比１．７パーセントの増を見

込みました。 

ガス源は、対前年度比２．２パーセント減の６，４０１万立方メートルを見込みました。 

販売量は、お客様の他事業者への切り替え想定、工業用等の減少を見込み、対前年度
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比２．２パーセント減の６，３２５万４，０００立方メートルを見込みました。 

主な設備投資はガス本支管工事で、布設延長数６，１００メートル、工事費は７億４，７００

万円を計上しました。この工事を実施することにより、耐震化率、ポリエチレン管化率が６７．

１パーセントになります。 

収益的収支状況について、事業収益は、対前年度比１１．２パーセント増の８３億２，７１

０万円です。 

営業収益において、販売量は公用などの増加要因はあるものの、お客様の他事業者へ

の切り替えなどから減少を見込みました。しかしながら、外国産天然ガスの値上がり想定

及び消費税率の引上げを反映したことにより、ガス売上は対前年度比７．２パーセント増の

７０億４，９７０万円を計上しました。また、お客様が他事業者に切り替えた場合に、他事業

者から得られるガス管の使用料である託送供給収益は６，１２０万円を計上しました。 

営業雑収益は、受注工事収益等の増収により、対前年度比６２．２パーセント増の９億７，

８５０万円、営業外収益は、長期前受金戻入等の減収により、対前年度比１７．８パーセント

減の２億２，６７０万円を計上しました。 

事業費用は、対前年度比１１．８パーセント増の８１億２，０００万円です。 

営業費用は、主に購入ガス費の増加及び消費税率の引上げを反映したことにより、対前

年度比８．４パーセント増の６９億７，０４０万円を計上しました。 

営業雑費用は受注工事原価等の増加により、対前年度比５５．５パーセント増の８億９，

６８０万円、営業外費用は他会計料金徴収業務費等の減少により、対前年度比２．５パー

セント減の１億９，７８０万円を計上しました。 

予備費は４，４００万円を計上し、消費税等控除後の損益は１億１，７４０万円の利益です。 

なお、平成３１年度は前年同様に、家庭用０．５パーセント、工業用４．４パーセントの他

事業者への切り替えを想定しました。 

資本的収支状況について、資本的収入は、ガス本支管工事に伴うお客様工事負担金、

開発公社からの償還金などで、対前年度比３２．０パーセント減の３億６７０万円です。減収

の主な要因は、開発公社の償還計画に基づく３１年度の償還額が前年に比べ１億円少な

いことです。 

資本的支出は、主にガス導管の整備のほか、企業債償還金で、対前年度比６．１パーセ

ント減の１１億４，６４０万円です。なお、差引不足額８億３，９７０万円は、自己財源等で補

てんします。 

右の上段及び中段のグラフは、平成２６年度から平成２９年度までが決算数値、平成３０

年度と平成３１年度は予算数値で比較したものです。 

上段のグラフは販売量及びガス売上の推移です。折れ線グラフは販売量、棒グラフはガ

ス売上で、平成３１年度予算では、ガス販売量を対前年度比２．２パーセント減と見込みま

したが、外国産天然ガスの値上がり想定から、原料費調整制度に反映され、ガス売上は、

３億７，０４６万円増収の６４億５，９００万円を計上しました。 
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中段のグラフは事業費用構成別の推移です。平成３０年度と比較しますと、主に外国産

天然ガスの値上がり想定から、購入ガス費が４億３，６００万円増加、その他のうち受注工

事収益の増に伴う受注工事原価が２億８，８００万円増加、費用全体として対前年度比７億

２，３００万円、１０．６パーセントの増加です。 

一番下のグラフは、近隣ガス事業者との料金比較表です。平成２９年度決算におけるお

客様の１か月平均使用量は３２立方メートルで、この使用量に対する平成３１年１月現在の

ガス料金は４，２５３円です。他事業者との比較は記載のとおりです。 

 

＜資料６ページ「平成３１年度習志野市水道事業予算案の概要」について説明＞ 

メーター取付件数は、小規模、集合住宅等の増を見込み、４３３件の増としました。年度

末メーター取付件数は５８，４２８件で、対前年度比０．７パーセントの増を見込みました。 

水源は、対前年度比０．２パーセント増の１，１９４万立方メートルを見込みました。構成

比は、地下水量が６２．２パーセント、北千葉からの受水量が３７．８パーセントです。 

販売量は、大口径需要家の販売量の減少を見込み、対前年度比０．２パーセント減の１，

１４０万９，０００立方メートルを見込みました。 

主な設備投資の１つめは水道本支管工事で、布設延長数３，０００メートル、工事費は６

億８６０万円を計上しました。この工事を実施することにより、耐震化率が４２．９パーセント

になります。 

２つめは、第１給水場更新・（仮称）第４給水場建設事業において、平成２８年度から３１

年度の４か年を事業期間とし、継続費総額６５億７，７０２万９，０００円を予算計上しており、

平成３１年度は最終年度で、年割額１６億１，６２０万４，０００円です。 

収益的収支状況について、事業収益は、対前年度比７．２パーセント増の２７億円です。 

営業収益において、販売量は大口径需要家の販売量の減少を見込みましたが、給水収

益は、消費税率の引上げを反映したことにより、対前年度比０．８パーセント増の１８億６，０

２５万円を計上しました。 

営業外収益は、長期前受金戻入等の増収により、対前年度比２５．６パーセント増の８億

２，１００万円を計上しました。 

事業費用は対前年度比１１．０パーセント増の２２億６，７２０万円です。 

営業費用は第１給水場更新・（仮称）第４給水場建設事業に伴う減価償却費や除却費な

どの増加及び消費税率の引上げを反映したことにより、対前年度比１０．９パーセント増の

２２億２，８６０万円を計上しました。 

営業外費用は支払利息等の増加により、対前年度比３１．４パーセント増の１，９９０万円

を計上いたしました。 

予備費は１，３２０万円を計上し、消費税等控除後の損益は２億７，７９０万円の利益です。 

資本的収支について、資本的収入は、お客様工事負担金及び納付金などで、対前年度

比８５．１パーセント減の２億７，０６０万円です。減収の主な要因は企業債を借入れしない
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ことによるもので、前年度は１４億円の借入れを行っています。 

資本的支出は、第１給水場更新・（仮称）第４給水場建設事業及び水道本支管の整備で、

対前年度比３３．９パーセント減の２３億４，７８０万円です。設備投資の主な減少は、第１給

水場更新・（仮称）第４給水場建設事業に伴う建物及び機械装置の工事が前年より減少し

たことによるものです。なお、差引不足額２０億７，７２０万円は、自己財源等で補てんしま

す。 

右の上段及び中段のグラフは、平成２６年度から平成２９年度までが決算数値、平成３０

年度と平成３１年度は予算数値で比較したものです。 

上段のグラフは、販売量及び給水収益の推移です。折れ線グラフは販売量、棒グラフは

給水収益で、平成３１年度予算では、大口径需要家の販売量の減少を見込み、給水収益

は１２０万円減収の１７億６７０万円を計上しました。 

中段のグラフは事業費用構成別の推移です。平成３０年度と比較しますと、減価償却費

が約３，０００万円の増加、その他のうち主に固定資産除却費が約１億３，５００万円増加し

たことにより、費用全体として対前年度比２億１，２００万円、１０．８パーセントの増加です。 

一番下のグラフは、北千葉広域水道企業団の構成団体との料金比較表です。平成２９

年度決算におけるお客様の１か月平均使用量は１９立方メートルで、この使用量に対する

平成３１年１月現在の水道料金は２，４７５円です。他の構成団体との比較は記載のとおり

です。 

 

 【右島議長】 これより質疑に入ります。委員の皆様、ご質問、ご意見がございましたら、

挙手をもってお願いします。 

 

 【田尻委員】 ５ページの収益的収支で、家庭用０．５パーセント、工業用４．４パーセント

の他者事業者への切り替えを想定したとのことですが、どちらの事業者でしょうか。 

 

 【営業企画室副室長 福田】 特定の事業者へのスイッチングの想定ではなく、自由化の

中で参入する会社があれば営業活動が可能なため、一般家庭０．５パーセントを仮の想定

で計上しています。工業用につきましても具体的にこの会社ということではなく、新規の事

業者が営業活動を展開した場合に仮定の数字で、企業局のお客様の中の真ん中くらいの

会社を想定し計算しています。 

 

 【田尻委員】 切り替えにならないと良いですね。３０年度に切り替えした工業用の事業者

はありますか。 

 

 【営業企画室副室長 福田】 ３０年度は１社スイッチングが行われています。 
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 【鈴木委員】 水道で２０億、ガスで８億を補てんするということで、約３０億近くのお金を一

年間に補てんできるということですよね。 

 

 【経理課長 渡辺】 内部留保している金額は、施設等を更新するための減価償却費とし

て、現金が伴わない、将来のために蓄積してあるお金ですので、それが突然出るとかでは

ありません。 

 

 【鈴木委員】 私たちは１年１年でしかお話を聞いてないので、企業局の財源のことはよく

分かりませんが、大丈夫ということで理解してよいでしょうか。 

 

 【経理課長 渡辺】 この支払いをすると、３１年度末においてはガスで５０億、水道で２９

億位になりますが、毎年、減価償却費を貯めて設備の更新に充当していきますので問題あ

りません。 

 

 【右島議長】 次に報告事項に移ります。第１給水場更新・（仮称）第４給水場建設工事に

伴う配水系統の切り替え作業について、事務局より説明をお願いします。 

 

 【供給課主査 米山】 （仮称）第４給水場の供用開始について、配水機能の移行、配水管

洗浄作業、切り替えに伴う周知内容及びスケジュールの４点について、ご説明します。 

 

＜別添資料「（仮称）第４給水場の供用開始について」説明＞ 

＜スライド：概要＞ 

はじめに概要ですが、稼働中の第１給水場から新設する（仮称）第４給水場に配水機能

を移行するため、現状の給水場間の配水バランスを保ちつつ、実際にお客様へ配水して、

自動運転が可能となるよう、各種調整作業を行います。配水バランスについてはアニメーシ

ョンで後ほどご説明します。 

 試運転調整開始予定日時は、平成３１年６月４日火曜日０時で、平成３１年８月３１日まで

の３か月間を試運転調整期間として予定しています。 

 

＜スライド：給水場間の配水バランス（現状）＞ 

泉町の第１給水場を中心とした地図です。赤い線で囲まれているエリアが企業局の給水

区域で、真ん中の第１給水場、左下の鷺沼台にある第２給水場、右上の東習志野にある第

３給水場からお客様に水道水をお届けしています。 

第１給水場の配水エリアは水色、第２給水場の配水エリアはピンク色、第３給水場の配

水エリアは黄色です。実際には配水エリアごとに仕切られてはいませんが、分かりやすくす

るため、それぞれのエリアを示す線を入れます。 
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＜スライド：給水拠点第１→第４＞ 

第１給水場から第４給水場へ配水の拠点を移した場合を想定したものです。第１給水場

の配水エリアの赤い線が、配水拠点を移したことにより、水の流れる方向が逆になる配水

管です。この配水管内の流れる向きや流れる速度が変化するエリアで、にごり水の発生が

予測されるため、現在、業務委託による発生エリアの特定作業を行っています。 

 

＜スライド：配水バランスが崩れた場合＞ 

配水バランスが崩れた場合を想定したものです。各給水場の配水エリアを超えて配水し

ています。各給水場の配水エリアはバルブ等で仕切られていないため、配水バランスが崩

れることで流向や流速が変化し、にごり水が発生します。このような配水バランスにならな

いよう、各給水場間の配水バランスを保ちつつ配水します。 

 

＜スライド：給水場間の配水バランス（将来）＞ 

画面表示のみ 

 

＜スライド：配水機能移行方法＞ 

配水機能移行方法は、配水流量に応じて、第１段階から第６段階に分割して試運転調整

を行い、最終段階で２４時間の通し運転を行います。試運転中は、（仮称）第４給水場から

配水し、試運転終了後は第１給水場からの配水に戻す運用となります。この交互の運用に

ついては、後ほどアニメーションでご説明します。 

 

＜スライド：試運転調整第１段階＞ 

試運転調整の第１段階では、給水場内だけの循環運転を行います。給水場の外には配

水せずに、排水ポンプの吐出量、圧力、応答性などを確認調整します。 

 

＜スライド：試運転調整第２段階＞ 

第２段階では、給水場の配水量が少なくなる０時から５時の間で、配水ポンプの試運転

を行います。ここで初めて給水場の外に配水を開始します。６月４日０時の開始を予定して

おり、その後一週間のうち３日程度、この調整を行い、健全性を確認後、次の段階に移行し

ます。なお、この段階で問題が生じた場合は、不具合を対策後、改めてこの段階での調整

を行い、健全性を確認後、次の段階へ移行します。 

 

＜スライド：試運転調整第３段階＞ 

第３段階では、給水場の配水量が安定している１２時から１７時の間で、配水ポンプの試

運転を行います。ここでは配水ポンプ２台分の動作を確認、調整します。先ほど同様１週間
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のうち３日程度、この調整を行い、健全性を確認後、次の段階へ移行します。 

 

＜スライド：試運転調整第４段階＞ 

第４段階では、給水場の配水量が減少していく２２時から翌３時の間で、配水ポンプの試

運転を行います。ここでは配水ポンプの台数が２台から１台へ、他の給水場と連携してスム

ーズに切り替わるよう調整します。 

 

＜スライド：試運転調整第５段階＞ 

第５段階では、給水場の配水量が増加していく朝５時から１０時の間で、配水ポンプの試

運転を行います。ここでは配水ポンプの台数が１台から２台へ、他の給水場と連携してスム

ーズに切り替わるよう調整します。 

 

＜スライド：試運転調整第６段階＞ 

第６段階は最終段階で、給水場外へ配水し始めた第２段階から第５段階までスムーズに

制御されることを確認、調整します。 

試運転調整期間は約３か月ですが、各段階で順調に調整が進んだ場合、試運転調整開

始後、約５週間で配水機能の切り替えが完了します。しかしながら、配水バランスを保つこ

とは非常に難しく、場合によっては、配水ポンプを制御するソフトの抜本的な変更を余儀なく

される恐れがあるため、試運転調整期間を３か月見込んでいます。 

 

＜スライド：切替イメージ（第１から第４へ配水切替）＞ 

先ほどの第１給水場、第４給水場の交互運転についてご説明します。左が第１給水場、

右が第４給水場です。試運転調整開始前は第１給水場から配水しており、ここから第１給

水場の配水を継続しつつ、徐々に（仮称）第４給水場からの配水に切り替えていきます。 

 

＜スライド：切替イメージ（切替完了）＞ 

（仮称）第４給水場へ配水を切り替えた状態です。ここから、第４給水場の試運転調整を

開始します。試運転調整では、配水圧力の変動に応じて、配水ポンプの回転数を増減する

ことで、一定の配水圧力を維持し、配水量の増減に応じて配水ポンプの運転台数の増減が

スムーズに行われるよう調整します。 

 

＜スライド：切替イメージ（第４から第１へ配水切替）＞ 

試運転調整終了後は、第１給水場からの配水に戻します。 

 

＜スライド：切替イメージ（復旧完了）＞ 

このように第１給水場、第４給水場を交互に運用しながら、切り替え作業を行います。
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徐々に切り替えていく手法のメリットは、第４給水場からの配水に問題があった場合、第１

給水場に配水を戻すことが可能であるということです。 

それぞれの給水場に貯水されている水をそれぞれ一定量配水することで、配水池に貯

められている水が新しい水に入れ替わり、残留塩素濃度を一定以上に保つことができるた

め、第４給水場に問題があった場合でも、速やかに第１給水場からバックアップできるため、

この手法で切替作業を行うこととしました。 

 

＜資料７ページ「配水管洗浄作業について」について説明＞ 

続いて、にごり水対策である配水管の洗浄作業について、ご説明します。 

先ほどご説明したとおり、配水系統の切り替えでは、配水管内の流向、流速の変化によ

るにごり水の発生が予測されます。このにごり水を最小限に抑えるため、発生地域を特定

し、安全かつ効果的な洗浄作業が必要を行うため、業務委託により作業フローの内容で現

地調査及び分析作業を進めています。調査したデータを基に管網モデルを作成、分析し、

洗浄作業計画が作成されます。 

洗浄作業は、配水系統切り替え前の４月から５月にかけて実施を予定しています。これ

らの取り組みにより、切り替え時に予測されるにごり水を最小限に抑える効果が期待されま

す。 

 

＜資料９ページ「配水系統の切替作業による万一のにごり水の発生にご注意ください」 

について説明＞ 

周知はこの周知用チラシを使用します。今回の切り替えでどの程度の確率でにごり水が

発生するかは明言できません。しかし、配水管洗浄作業により限りなく最小限に抑えること

ができるものと考えています。そのうえで、お客様には不安をあおりすぎず、かつ、危機感

はほどほどに持っていただきたいという考えの下で、周知チラシを作成しました。 

表面には、にごり水が発生する可能性があること、切替作業期間、にごり水発生の可能

性がある区域を示しています。裏面には、切り替え期間中にお客様にお願いしたいこと、配

水系統の切り替えについての説明を記載しています。 

 

＜資料１１ページ「配水系統の切替作業に関する周知計画」について説明＞ 

周知のスケジュールは、先ほど周知用チラシを使用し、２月２１日から３月１９日にかけて、

まちづくり会議で事前説明を行います。続いて４月または５月の検針時に、このチラシのポ

スティングを行い、再度５月下旬にチラシを全戸に郵送する予定です。 

 

 【右島議長】 それでは質疑に入ります。委員の皆様、ご意見、ご質問がございましたら、

挙手をもってお願いします。 
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 【田尻委員】 ちょうど６月４日から８月末の切り替え作業期間ということで、夏場で水が必

要な時期ですのでにごり水がなるべく出ないように、もし出た場合は迅速な対応をお願いし

ます。それと、今までの古い建物はこれからどうなるのでしょうか。 

 

 【供給課主幹 御山】 古い建物ですが、第１給水場は浄水池として、ろ過設備等は既存

のまま使用します。配水池と古い電気棟、管理棟は、第４給水場が出来上がりましたら随

時撤去していく予定です。このことにより第１給水場に空きスペースを作り、将来ろ過設備

の更新など、更新用地としてスペースを活用します。 

 

【右島議長】 閉会を宣言 

 

 


